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2026 년도 국민건강보험료 결정 통지서 6 월 중순 발송 令和
れいわ

8年度
ねんど

 国民
こくみん

健康
けんこう

保険料
ほけんりょう

決定
けってい

通知書
つうちしょ

 6月
がつ

中 旬
ちゅうじゅん

に発送
はっそう

 

◆ 보험료 감면 

결정 통지서와 첨부 서류를 지참하시어 의료보험실 보험료과 

또는 행정서비스센터에서 신청해 주시기 바랍니다. 

특별한 사유가 없는 한, 신청한 달 이후의 보험료가 감면 

대상이 됩니다. 

연간 보험료에 대한 감면 신청 기한은 6 월 30 일(화) 

(필착)입니다. 

7 월 1 일(수) 이후에 신청한 경우에는 신청한 달 이후의 

보험료가 감면 대상이 됩니다. 

또한 국민건강보험 가입 절차가 자격 취득일로부터 14 일이 

지난 경우에는 연간 보험료 감면이 불가능할 수 있습니다. 

아울러 신청 시점에 이미 납부했거나 납부 기한이 지난 

보험료는 감면 대상이 아닙니다. 

감면 요건 및 제출 서류 등의 자세한 사항은 시 홈페이지를 

확인하시거나 문의해 주시기 바랍니다. 

◆ 보험료 경감 

▷ 비자발적 실업자는 신고 필요 

고용보험의 특정수급자격자 및 특정사유 이직자를 대상으로, 

이직일 다음 날이 속한 달부터 해당 연도의 다음 연도 말까지 

보험료가 경감됩니다. 

▷ 출산 전후 기간의 국민건강보험료 감면 

자녀를 양육하는 가구의 부담 경감과 차세대 지원을 위해, 

2023 년 11 월 1 일 이후 출산 예정(또는 출산한) 피보험자의 

출산 전후 기간에 대해 보험료(소득할 및 균등할)가 

감면됩니다. 

임신 85 일 이후라면 사산이나 유산도 대상이 됩니다. 

출산 예정일 6 개월 전부터 신고가 가능하며, 출산 후에도 

신고할 수 있습니다. 

※ 결정 통지서를 받은 후 약 1 개월간은 창구가 매우 

혼잡합니다. 우편을 통한 신청에 협조해 주시기 바랍니다. 

또한 보험료과 창구 혼잡 상황은 시 홈페이지에서 확인하실 

수 있습니다. 

◆ 아동·육아 지원금 제도 

2026 년도부터 자녀를 양육하는 가구를 서로 도와 지탱하기 

위한 연대 분담 구조로서, 의료보험료와 함께 소득에 따라 

부담하는 아동·육아 지원금 제도가 새롭게 도입되었습니다. 

국민건강보험에도 아동·육아 지원금에 해당하는 보험료가 

추가됩니다. 

◆保険料
ほけんりょう

の減免
げんめん

 

決定
けってい

通知書
つうちしょ

と添付
てんぷ

書類
しょるい

を持
も

って医療
いりょう

保険室
ほけんしつ

保険料課
ほけんりょうか

または行 政
ぎょうせい

サ

ービスセンターで申請
しんせい

してください。特別
とくべつ

な事由
じゆう

がない限
かぎ

り、申請
しんせい

月
つき

以降
いこう

の保険料
ほけんりょう

が減免
げんめん

の対 象
たいしょう

となります。年間
ねんかん

保険料
ほけんりょう

に対
たい

する

減免
げんめん

の申請
しんせい

期限
きげん

は 6月
がつ

30日
にち

（火
か

）（必 着
ひっちゃく

）です。7月
がつ

1
つい

日
たち

（水
すい

）以降
いこう

に申請
しんせい

した場合
ばあい

、申請
しんせい

月
つき

以降
いこう

の保険料
ほけんりょう

が減免
げんめん

の対 象
たいしょう

となります。

また、国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほけん

の加入
かにゅう

手続
てつづ

きが資格
しかく

取得
しゅとく

日
び

から 14日
にち

を過
す

ぎて

いる場合
ばあい

は、年間
ねんかん

保険料
ほけんりょう

に対
たい

する減額
げんがく

ができない場合
ばあい

があります。

なお、申請
しんせい

時点
じてん

で納付済
の う ふ ず

みまたは納
のう

期限
きげん

が過
す

ぎた保険料
ほけんりょう

は減免
げんめん

対 象
たいしょう

になりません。減免
げんめん

要件
ようけん

や添付
てんぷ

書類
しょるい

など、詳
くわ

しくは市
し

ウェブ

サイトをご覧
らん

いただくか、お問合
といあ

わせください。 

◆保険料
ほけんりょう

の軽減
けいげん

 

▷非自発的
ひじはつてき

失 業 者
しつぎょうしゃ

は届出
とどけで

を 

雇用
こよう

保険
ほけん

の特定
とくてい

受 給
じゅきゅう

資格者
しかくしゃ

および特
とく

定
てい

理由
りゆう

離職者
りしょくしゃ

を対 象
たいしょう

に、

離職
りしょく

日
び

の翌日
よくじつ

の属
ぞく

する月
つき

からその月
つき

の属
ぞく

する年度
ねんど

の翌年度
よくねんど

末
まつ

まで

保険料
ほけんりょう

を軽減
けいげん

します。 

▷産前
さんぜん

産後
さんご

期間
きかん

の国民
こくみん

健康
けんこう

保険料
ほけんりょう

を減額
げんがく

 

子育
こそだ

て世帯
せたい

の負担
ふたん

軽減
けいげん

や次
じ

世代
せだい

育成
いくせい

支援
しえん

などの観点
かんてん

から、令和
れいわ

5年
ねん

11月
がつ

1
つい

日
たち

以降
いこう

に出 産
しゅっさん

予定
よてい

の（出 産
しゅっさん

した）被
ひ

保険者
ほけんしゃ

の産前
さんぜん

産後
さんご

期間
きかん

の保険料
ほけんりょう

（所得割
しょとくわり

額
がく

および均等割
きんとうわり

額
がく

）が減額
げんがく

されます。妊娠
にんしん

85日
にち

以降
いこう

であれば、死産
しざん

や流 産
りゅうざん

でも対 象
たいしょう

となります。出 産
しゅっさん

予定
よてい

日
び

の6か月前
げつまえ

か

ら届出
とどけで

ができ、出
しゅっ

産後
さんご

の届出
とどけで

も可能
かのう

です。※決定
けってい

通知書
つうちしょ

が届
とど

いてから約
やく

1か

月間
げつかん

は窓口
まどぐち

が大変
たいへん

混雑
こんざつ

します。郵送
ゆうそう

での手続
てつづ

きにご協 力
きょうりょく

ください。なお、

保険料課
ほけんりょうか

窓口
まどぐち

の混雑
こんざつ

状 況
じょうきょう

は市
し

ウェブサイトから確認
かくにん

できます。 

◆子
こ

ども・子育
こそだ

て支援
しえん

金
きん

制度
せいど

 

令和
れいわ

8年度
ねんど

から、子育
こそだ

て世帯
せたい

を支
ささ

える分
わ

かち合
あ

い・連帯
れんたい

の仕組
し く

みとし

て、医療
いりょう

保険料
ほけんりょう

とあわせて所得
しょとく

に応
おう

じて拠
きょ

出
しゅつ

を求
もと

める、子
こ

ども・

子
こ

育
そだ

て支援
しえん

金
きん

制度
せいど

が創設
そうせつ

されました。国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほけん

についても、子
こ

ども・子育
こそだ

て支援
しえん

納付
のうふ

金
きん

にかかる保険料
ほけんりょう

が追加
ついか

されます。 

문의: 보험료과 TEL 06-4309-3168 / FAX 06-4309-3807                        問合
といあわ

せ先
さき

：保険料課
ほけんりょ うか

 

아동수당 입금일                               児童
じどう

手当
てあて

の振込
ふりこみ

日
び

 
아동수당 「2026년 4월분과 5월분」을 6월15일(월)에 입금합니다. 

◆아동수당 현황신고서 제출 

아동수당을 받고 있는 분 중 제출이 필요한 분께는 6 월 초에 

현황신고서를 발송합니다. 

서류를 받으신 분은 6 월 30 일(화)까지 현황신고서와 첨부서류를 

우편으로 보내시거나, 국민연금과 또는 행정서비스센터에 제출해 

주시기 바랍니다. 제출하지 않은 경우 8 월분 이후의 지급이 일시 

중지되오니 유의해 주시기 바랍니다. 

児童
じどう

手当
てあて

の「令和
れいわ

8年
ねん

4月分
がつぶん

と 5月分
がつぶん

」を 6月
がつ

15日
にち

(月
げつ

)に振り込みます
ふ  こ    

。 

◆児童
じどう

手当
てあて

の 現 況 届
げんきょうとどけ

の提 出
ていしゅつ

：児童
じどう

手当
てあて

を受 給
じゅきゅう

している方
かた

のうち

提 出
ていしゅつ

が必要
ひつよう

な方
かた

には6月
がつ

上 旬
じょうじゅん

に現 況 届
げんきょうとどけ

を送付
そうふ

します。届いた
とど   

方
かた

は

6月
がつ

30日
にち

(火
か

)までに現 況 届
げんきょうとどけ

と添付
てんぷ

書類
しょるい

を郵送
ゆうそう

するか、国民
こくみん

年金課
ねんきんか

また

は行 政
ぎょうせい

サービスセンターに提 出
ていしゅつ

してください。提 出
ていしゅつ

がない場合
ばあい

は、8

月分
がつぶん

以降
いこう

の支給
しきゅう

がいったん差止め
さしと  

となりますのでご注意
 ちゅうい

ください。 

문의: 국민연금과 TEL 06-4309-3165/FAX 06-4309-3805                                問
とい

合
あわ

せ先
さき

：国民
こくみん

年金課
ねんきんか
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물가 상승 대책 지원금 확인서는 제출하셨습니까?            物価
ぶっか

高騰
こうとう

対策
たいさく

給付
きゅうふ

金
きん

 確認書
かくにんしょ

の提 出
ていしゅつ

はお済
す

みですか 

4 월 말 이후 물가 상승 대책 지원금을 순차적으로 지급하고 

있습니다. 과거에 세대주가 시로부터 지원금을 계좌이체로 

받은 적이 없는 세대 등, 별도의 절차가 필요한 경우에는 4 월 

중순에 확인서를 발송하였습니다. 확인서 제출 기한은 6 월 

30 일(화)(소인유효)까지입니다. 기한이 지나면 지원금을 지급 

받을 수 없으니 유의해 주시기 바랍니다. 또한 우체국으로부터 

「지급 안내문」이나 「확인서」가 주소 불명으로 시에 반송되는 

경우가 있습니다. 이사를 하신 분이나 해당된다고 생각되는 

분은 주소 변경 신고가 완료되었는지 확인하신 후 문의해 

주시기 바랍니다. 

4月
がつ

末
まつ

以降
いこう

、物価
ぶっか

高騰
こうとう

対策
たいさく

給付
きゅうふ

金
きん

を順次
じゅんじ

支給
しきゅう

しています。過去
か こ

に

世帯
せたい

主
ぬし

が市
し

から給付
きゅうふ

金
きん

を口座
こうざ

振込
ふりこみ

で受 給
じゅきゅう

していない世帯
せたい

など、

手続き
て つ づ  

が必要
ひつよう

な場合
ばあい

は 4月
がつ

中 旬
ちゅうじゅん

に確認書
かくにんしょ

を送付
そうふ

しています。

確認書
かくにんしょ

の提
てい

出
しゅつ

期限
きげん

は 6月
がつ

30日
にち

(火
か

)(消印
けしいん

有効
ゆうこう

)です。期限
きげん

を過ぎる
す  

と給付
きゅうふ

金
きん

の支給
しきゅう

ができませんので、ご注意
 ちゅうい

ください。また、郵 便 局
ゆうびんきょく

から「支給
しきゅう

のお知らせ
 し   

」や「確認書
かくにんしょ

」が宛先
あてさき

不明
ふめい

のため、市
し

に返戻
へんれい

されているものがあります。転居
てんきょ

した方
かた

や心当たり
こころあ   

がある方
かた

は、

住 所
じゅうしょ

変更
へんこう

の届出
とどけで

が済
す

んでいるか確認
かくにん

のうえ、お問合
 といあわ

せください。 

문의: 시 물가 상승 대책 지원금 사무센터 TEL 06-4309-3110/FAX 06-4309-3848  問
とい

合
あわ

せ先
さき

：市
し

物価
ぶっか

高騰
こうとう

対策
たいさく

給付
きゅうふ

金
きん

事務
じ む

センター 

광견병 예방 주사는 6 월 말까지                  狂 犬 病
きょうけんびょう

予防
よぼう

注 射
ちゅうしゃ

は 6月
がつ

末
まつ

までに 

생후 91 일 이상의 개를 사육하고 있는 모든 보호자는 광견병 

예방법에 따라 매년 1 회, 4 월부터 6 월 사이에 반려견에게  

광견병 예방접종을 실시해야 합니다. 올해 아직 광견병 예방 

접종을 하지 않은 경우, 잊지 말고 반드시 접종하시기 바랍니다. 

위탁 동물병원에서 광견병 예방접종을 받을 경우, 접종 완료 

증명서 (주사 완료표)도 동시에 발급받을 수 있습니다. 

자세한 내용은 시청 홈페이지를 확인해 주시기 바랍니다. 

生
せい

後
ご

91日
にち

以上
いじょう

の犬
いぬ

を飼って
か   

いる全て
すべ  

の飼い主
か  ぬし

は、狂 犬 病
きょうけんびょう

予防法
よぼうほう

に

基づき
もと   

、毎年
まいねん

1回
かい

、4月
がつ

～6月
がつ

に飼い犬
か  いぬ

への狂 犬 病
きょうけんびょう

予防
よぼう

注 射
ちゅうしゃ

の接種
せっしゅ

が

義務付けられて
ぎ む づ     

います。今年度
こんねんど

の狂 犬 病
きょうけんびょう

予防
よぼう

注 射
ちゅうしゃ

がまだの方
かた

は忘れず
わす   

に受
う

けさせましょう。委託
いたく

病 院
びょういん

で狂 犬 病
きょうけんびょう

予防
よぼう

注 射
ちゅうしゃ

を受ける
う   

と、注 射 済 票
ちゅうしゃずみひょう

の交付
こうふ

も同時
どうじ

に受ける
う   

ことができます。詳しく
くわ   

は、市
し

ウェブサイトをご覧
らん

ください。 

문의: 동물지도센터 개호과 TEL 072-963-6211/FAX 072-963-1644           問合
といあわ

せ先
さき

：動物
どうぶつ

指導
しどう

センター介護課
か い ご か

 

국민건강보험·후기고령자 의료 한도액 적용 인정증의 유효기간은 7 월 31 일입니다. 

                             国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほけん

・後期
こうき

高齢者
こうれいしゃ

医療
いりょう

限度
げんど

額
がく

適用
てきよう

認 定 証
にんていしょう

 有効
ゆうこう

期限
きげん

は 7月
がつ

31日
にち

 

의료기관 창구에서 본인부담금 한도까지만 지불하게 되는 

「한도액 적용・표준부담액 감액 인정증」・ 「한도액 적용 인정증」의 

유효기간은 7월 31일(금)까지입니다. 계속해서 인정을 받기 

위해서는 새로 신청이 필요한 경우가 있습니다. 신청 방법 등 

자세한 내용은 시 홈페이지를 확인해 주시기 바랍니다. 또한 마이너 

보험증을 이용하시는 분은 별도의 사전 절차 없이도 의료기관에서의 

지불이 한도액까지로 적용되므로 신청이 필요하지 않습니다. 

医療
いりょう

機関
きかん

の窓口
まどぐち

での支払
しはら

いが自己
じ こ

負担
ふたん

額
がく

までとなる「限度
げんど

額
がく

適用
てきよう

・

標 準
ひょうじゅん

負担
ふたん

額
がく

減額
げんがく

認 定 証
にんていしょう

」・「限度
げんど

額
がく

適用
てきよう

認 定 証
にんていしょう

」の有効
ゆうこう

期限
きげん

は

7月
がつ

31日
にち

（金
きん

）です。引
ひ

き続
つづ

き認定
にんてい

を受
う

けるためには、改
あらた

めて申請
しんせい

が

必要
ひつよう

な場合
ばあい

があります。申請
しんせい

方法
ほうほう

などは市
し

ウェブサイトをご覧
らん

くださ

い。なお、マイナ保険証
ほけんしょう

を利用
りよう

している方
かた

は、医療
いりょう

機関
きかん

での支払
しはら

いが

事前
じぜん

の手続
てつづ

きなしで限度
げんど

額
がく

までとなるため、申請
しんせい

不要
ふよう

です。 

문의: 자격급부과 TEL 06-4309-3167 / FAX 06-4309-3804                     問合
といあわ

せ先
さき

：資格
しかく

給付課
きゅうふか

 

예방접종을 받읍시다．일본뇌염                  予防
よぼう

接種
せっしゅ

を受けましょう
う     

  日本
にほん

脳炎
のうえん

 

2005 년도부터 2009 년도 사이의 적극적인 접종 권고 중단으로 

인해 일본뇌염 예방접종을 받지 못한 분은, 남은 접종 횟수를 

정기접종으로 무료로 받을 수 있습니다. 

◆ 2007 년 4 월 1 일 이전 출생자로서 1 기・2 기 접종을 완료하지 

않은 20 세 미만인 분 

▷ 과거에 한 번도 접종한 적이 없는 경우＝ 1 기 초기 접종에 

해당하는 접종을 6 일에서 28 일 간격으로 2 회 실시하고, 이후 약 

1 년 간격을 두고 1 기 추가 접종 (3 회째) 을 받으시기 바랍니다. 

▷ 과거에 1~3 회 접종한 경우＝이전 접종 이후 일정 기간이 

경과했더라도 문제없으므로, 6 일 이상의 간격을 두고 남은 

횟수의 접종을 받으시기 바랍니다. 또한 2 기 접종 (4 회째)에 

해당하는 접종 시기는 의사와 상담해 주시기 바랍니다. 

平成
へいせい

17年度
ねんど

から 21年度
ねんど

にかけての積 極 的
せっきょくてき

勧 奨
かんしょう

の差控
さしひか

えによっ

て日本
にほん

脳炎
のうえん

の予防
よぼう

接種
せっしゅ

を受
う

けていない人
ひと

は、残り
のこ  

の回数
かいすう

を定期
ていき

接種
せっしゅ

として無料
むりょう

で受
う

けることができます。 

◆平成
へいせい

19年
ねん

4月
がつ

1
つい

日
たち

以前
いぜん

生まれで
う    

1期
き

・2期
き

の接種
せっしゅ

が終
お

わっていな

い 20歳
さい

未満
みまん

の方
かた

 ▷過去
か こ

に 1回
かい

も接種
せっしゅ

したことがない場合
ばあい

＝1期
き

初回
しょかい

接種
せっしゅ

相当
そうとう

を 6
むい

日
か

～28日
にち

の間隔
かんかく

をおいて 2回
かい

、その後
  ご

概 ね
おおむ  

1

年
ねん

の間隔
かんかく

をおいて 1期
き

追加
ついか

接種
せっしゅ

相当
そうとう

(3回目
かいめ

)を受
う

けてください。 

▷過去
か こ

に 1回
かい

～3回
かい

接種
せっしゅ

している場合
ばあい

＝前回
ぜんかい

の接種
せっしゅ

から接種
せっしゅ

間隔
かんかく

が開
あ

いていても差し支え
 さ   つか 

ないので、 6
むい

日
か

以上
いじょう

の間隔
かんかく

をおいて残り
のこ   

の回数
かいすう

の接種
せっしゅ

を受けて
う   

ください。なお、2期
き

接種
せっしゅ

相当
そうとう

(4回目
かいめ

)の

接種
せっしゅ

時期
じ き

は医師
い し

とご相談
 そうだん

ください。 

문의: 감염증 대책과 TEL072-960-3805 / FAX072-960-3809                            問合
といあわ

せ先
さき

：感 染 症
かんせんしょう

対策課
たいさくか

 

어려움이 있으시면 상담해 주십시오. 생활곤궁자를 위한 지원    困
こま

りごと、ご相
そう

談
だん

ください 生活
せいかつ

困 窮 者
こんきゅうしゃ

への支援
しえん

 

◆생활재건 상담실 문의: 시청 본청사 8 층 생활지원과 TEL 06-4309-3182 / FAX 06-4309-3848  

◆生活
せいかつ

さいけん相談室
そうだんしつ

 問合
といあわ

せ先
さき

： 市 役 所 本 庁 舎
しやくしょほんところほんちょうしゃしゃ

8階
かい

生活
せいかつ

支援課
し え ん か

  

◆주거 확보 지원금 상담 창구：임대료(월세) 지원·이사 비용 지원 

문의: 베르노르 후세 4 층 주거 확보 지원금 상담 창구 TEL 06-6748-0102 / FAX 06-6748-0103  

◆住 居
じゅうきょ

確保
かくほ

給付
きゅうふ

金
きん

相談
そうだん

窓口
まどぐち

 家賃
やちん

の補助
ほじょ

・転居
てんきょ

費用
ひよう

の補助
ほじょ

 問合
といあわ

せ先
さき

：ヴェル・ノール布施
ふ せ

4階
かい

住 居
じゅうきょ

確保
かくほ

給付
きゅうふ

金
きん

相談
そうだん

窓口
まどぐち

  
 


